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  （１）土木工事業 

等級 基   準 

Ｓ 資格審査数値が１０００点以上、かつ、１級相当技術者数が１０人以上 

Ａ 資格審査数値が８００点以上、かつ、１級相当技術者数が５人以上 

Ｂ 資格審査数値が７００点以上、かつ、１級相当技術者数が２人以上 

Ｃ Ｓ、Ａ及びＢの基準に該当しない場合 

   

（２）建築工事業 

等級 基   準 

Ｓ 資格審査数値が１０００点以上、かつ、１級相当技術者数が１０人以上 

Ａ 資格審査数値が８００点以上、かつ、１級相当技術者数が３人以上 

Ｂ 資格審査数値が７００点以上、かつ、１級相当技術者数が１人以上 

Ｃ Ｓ、Ａ及びＢの基準に該当しない場合 

 

（３）とび・土工工事業 

（４）電気工事業 

（５）舗装工事業 

等級 基   準 

Ａ 資格審査数値が８２０点以上、かつ、１級相当技術者数が３人以上 

Ｂ 資格審査数値が７１０点以上 

Ｃ 資格審査数値が７１０点未満 

（６）管工事業 

等級 基   準 

Ａ 資格審査数値が８２０点以上、かつ、１級相当技術者数が３人以上 

Ｂ 資格審査数値が７１０点以上、かつ、１級相当技術者数が１人以上 

Ｃ Ａ及びＢの基準に該当しない場合 

（７）造園工事業 

等級 基   準 

Ａ 資格審査数値が７５０点以上、かつ、１級相当技術者数が１人以上 

Ｂ 資格審査数値が６００点以上 

Ｃ 資格審査数値が６００点未満 

 


